
障害者差別解消法 とは
　この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行
政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消する
ための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に
つなげることを目的としています。

概要

　この法律では、主に次のことを定めています。

①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応
　指針」を作成すること。

　また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消
するための支援措置について定めています。

障害を理由とする差別とは？

　障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするよ
うな行為をいいます。
　また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範
囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮（以下では「合理的配慮」と呼びます。）を行うこと
が求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に
当たります。
※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。 

●障害を理由とする不当な差別的取扱い（例）
障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否してはいけません。

●合理的配慮（例）
筆談や読み上げなど、ちょっとした配慮で助かる人がいます。

どちらへ
行かれますか？

。

社会的障壁とは？
　障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

①社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備など）
②制度（利用しにくい制度など）
③慣行（障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など）
④観念（障害のある方への偏見など）
    などがあげられます 例　街なかの段差

３センチ程度の段差で車
椅子は進めなくなります。

例　書類
難しい漢字ばかりでは、理
解しづらい人もいます。

例　ホームページ
すべて画像だと読み上げ
ソフトが機能しません。




